那珂川市開発行為等整備要綱
平成21年3月27日
要綱第15号
改正　平成24年3月13日要綱第15号
　平成29年3月6日要綱第16号
　平成30年6月27日要綱第31号
　令和2年4月1日要綱第27号
　令和4年3月31日要綱第39号
令和8年3月31日要綱第23号
（趣旨）
第1条　この要綱は、開発行為及び建築行為の実施に関し、健全で良好な都市環境を備えた街づくりを図るため、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)　開発行為　都市計画法（昭和43年法律第100号）第4条第12項に定める主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2)　建築行為　建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1号に定める建築物をいう。）を建築（建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。）することをいう。
(3)　開発行為等　前2号に掲げるものをいう。
(4)　施行区域　開発行為をする土地の区域及び建築行為をする敷地（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第1条第1号に定める敷地をいう。）をいう。
(5)　公共施設等　都市計画法第4条第14項及び都市計画法施行令（昭和44年政令第158号）第1条の2に定める公共施設、防犯灯、街路灯、上水道、保育所、幼稚園、集会所、公民館、廃棄物集積施設及び駐車施設などをいう。
(6)　事業者　開発行為等を施行する者をいう。
(7)　共同住宅等　共同住宅及び長屋をいう。
(8)　単身世帯向け住居　共同住宅等のうち、一住戸の専用床面積が35平方メートル以下で単身世帯向けの住居をいう。
(9)　計画戸数　共同住宅等の建築にあって、建築が予定されている住戸の数（施行区域内に2以上の共同住宅等がある場合においては、その住戸の数の合計）をいう。
(10)　計画区画数　宅地開発にあって、開発が予定されている区画数をいう。
(11)　計画数　計画戸数と計画区画数の合計をいう。
(12)　家庭系廃棄物及び事業系廃棄物　那珂川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成19年条例第11号）第2条第2項第3号及び第4号に定める廃棄物をいう。
(13)　集落活性化区域　福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成16年福岡県条例第21号）第6条第1項第1号イに基づき福岡県知事が指定した土地の区域をいう。
(14)　浸水対策届出区域　集落活性化区域のうち、水防法（昭和24年法律第193号）第14条に基づき福岡県知事が指定する洪水浸水想定区域において想定される浸水水位が3.0メートル以上の区域をいう。
（適用範囲）
第3条　この要綱は、次の各号に掲げる市内全域の開発行為等について適用する。
(1)　施行区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等
(2)　建築基準法施行令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが10メートル以上の建築物の建築行為
(3)　住居規模が10戸以上の共同住宅等の建築行為又は10区画以上の宅地開発、若しくは共同住宅等の建築行為と宅地開発を同時に行う場合における計画数が10以上の開発行為等
(4)　集落活性化区域内で行う開発行為等
(5)　その他市長が必要と認めるもの
2　同一事業者が継続施行の結果、前項各号のいずれかに該当する場合又は複数の事業者が連続した土地において、同時施行の結果、前項各号のいずれかに該当する場合は、この要綱を適用する。
（事前協議）
第4条　事業者は、前条に規定する開発行為等を施行しようとするときは、関係法令等で定められた申請を行う前に開発行為等事前協議書（兼設計説明書）（様式第1号。以下「事前協議書」という。）及び公共施設等の整備計画（様式第2号。施行区域内に公共施設等が存する場合に限る。）に別表第1に掲げる図書を添えて必要部数を提出し、市長と事前に協議しなければならない。また、計画変更等についても同様とする。ただし、市長が必要でないと認める場合は、これを省略することができる。
（開発行為等の事前説明）
第5条　事業者は、開発行為等を施行しようとするときは、近隣の住民、土地所有者、開発行為等施行区域の属する区の区長及び開発行為等により影響を及ぼす区の区長に対し次の各号に掲げる事項について事前に説明しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める場合は、これを省略することができる。
(1)　開発行為等の概要
(2)　工事に伴う騒音、振動等
(3)　工事車両等による危険防止
(4)　日照、電波障害等
(5)　風害、地下水の枯渇等
(6)　駐車施設の確保
(7)　居住環境の保全
(8)　周辺農業施設への影響の確認
(9)　その他影響を及ぼすおそれがある事項
2　事業者は、前項による説明を行った場合は、速やかに市長に事前説明報告書兼誓約書（様式第3号）及び開発行為等の施行意見書（様式第4号）を提出しなければならない。
（協議済通知書及び協定の締結）
第6条　市長は、第4条に基づく事前協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、関係課との意見調整を行い、協議が整ったときは、関係課の協議に対する回答又は指示事項を整理し、開発行為等の協議済通知書（様式第5号）により事業者に通知する。
2　市長は、事前協議の結果、合意に達した事項について事業者との間に協定を締結する。
（開発行為等の廃止）
第7条　事業者は、第4条の規定に基づき協議した計画を取り下げる場合は、開発行為等に関する工事廃止届（様式第6号）に現況写真を添えて市長に提出しなければならない。
（完了検査）
第8条　事業者は、開発行為等が完了した場合は、市長に対して開発行為等完了届（様式第7号）に別表第2に掲げる図書を添えて提出し、完了検査を受けなければならない。
2　市長は、前項に定める完了検査の結果、開発行為等が設計図書及び協定に適合していないと認める場合は、事業者に必要な措置を指示するものとする。
3　市長は、第1項に定める完了検査を行い、開発行為等が完了したと認める場合は、開発行為等完了通知書（様式第8号）を交付する。
（中間検査）
第9条　事業者は、開発行為等が完了する前に供用を開始する箇所がある場合は、市長に対して開発行為等中間検査依頼書（様式第9号）に別表第2に掲げる図書を添えて提出し、中間検査を受けなければならない。
2　市長は、前項に定める中間検査の結果、開発行為等が設計図書及び協定に適合していないと認める場合は、事業者に必要な措置を指示するものとする。
3　市長は、第1項に定める中間検査を行い、検査対象箇所について開発行為等が完了したと認める場合は、開発行為等完了通知書を交付する。
（公共施設等の整備）
第10条　事業者は、関係法令等及びこの要綱に定めるところにより、施行区域内に公共施設等を設置又は整備する必要がある場合は、自己の負担において施行しなければならない。
2　開発行為等により整備された公共施設等の用地及び区域界には、堅固な境界標を設置しなければならない。
（担保責任及び管理等）
第11条　事業者は、第4条の規定による事前協議に基づき市が管理することとなる公共施設等をその引継ぎの手続が完了するまで管理しなければならない。
2　事業者は、開発行為等完了後速やかに公共施設等引継書（様式第10―1号）及び公共施設等引継調書（様式第10―2号）を市長へ提出し、前項の公共施設等を引き継ぐものとする。ただし、公共施設を引き継ぐ日は、特段の定めのない限り、市長が開発行為等完了通知書を交付した日とする。
3　事業者は、引継ぎの日から3年間は、事業者の過失によって生じた公共施設等の減失又はき損に対しては補修又は補強をしなければならない。
4　事業者は、引継ぎを行わない公共施設等に関しては、自ら管理しなければならない。ただし、その管理を第三者に委託する場合にあっては、施設の維持管理等の責任を明らかにするとともに、証となる書類の写しを市長に提出しなければならない。
（公共施設等の技術基準）
第12条　公共施設等の技術基準については、都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）、道路構造令（昭和45年政令第320号）その他関係法令等の基準及び別に定める那珂川市開発行為等技術基準による。
2　那珂川市福祉のまちづくり環境整備指針の規定による対象施設の整備基準については、この指針によらなければならない。
（道路）
第13条　事業者は、施行区域内に都市計画法に基づく都市計画決定がされている道路その他予定道路がある場合には、その計画に協力するとともに、区域外の道路との連携についても機能を阻害することのないよう十分に配慮して整備しなければならない。また、事業者は、施行区域から施行区域外へ接続する出入口を2箇所以上設けるよう努めなければならない。
2　既設道路から施行区域に通じる道路の新設又は改良をする必要がある場合は、事業者の負担で施行しなければならない。
3　施行区域内の道路幅員は、原則として、施行区域の面積が1,000平方メートル未満の場合又は施行区域の面積が1,000平方メートル以上で、かつ、用途が住宅の場合は、6メートルとし、施行区域の面積が1,000平方メートル以上で、かつ、用途が住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の場合は9メートルとする。
4　施行区域内の主要な道路は、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等にあっては幅員6.5メートル以上、その他のものにあっては幅員9メートル以上の施行区域外の道路に接続させなければならない。ただし、市長が施行区域の周辺道路の状況によりやむを得ないと認める場合は、車両の通行に支障がない道路に接続することができるものとする。
5　施行区域内の道路幅員が9メートル以上のものについては、歩車道分離設置をしなければならない。
6　道路の縦断勾配は、原則として9パーセント以下とする。
7　道路が平面交差し又は屈曲する場合は、原則としてすみ切りを設けなければならない。
8　道路には、原則として電柱等道路の機能を阻害する施設を設置してはならない。
9　施行区域が10ヘクタール以上の場合は、歩行者専用道路を設置しなければならない。
（街路灯及び防犯灯）
第14条　事業者は、市長と協議のうえ、必要な場合は、街路灯、防犯灯又は交通安全施設を設置しなければならない。
（下水道施設）
第15条　施行区域内における下水の排除方式は分流式とし、市の下水道事業計画に適合させ、かつ、布設配管は、市長と協議のうえ、事業者の負担により下水道管渠に接続させるものとする。
2　第3条第1項第4号に掲げる開発行為等を行う場合は、前項の規定にかかわらず、市長と協議のうえ、特段の理由がない限り事業者の負担により下水道管渠に接続させるものとする。
3　事業の実施にあたっては、下水道法（昭和33年法律第79号）及び那珂川市下水道条例（昭和50年条例第14号）によるものとし、技術上の基準は、那珂川市排水設備技術基準及び那珂川市排水設備施行基準によるものとする。
4　第1項の規定によりがたい場合の処理施設については、市長と協議のうえ、その指示によるものとする。
（雨水排水施設）
第16条　雨水排水施設は、市の下水道事業計画に適合させ、施行区域及び流入が予想される周辺区域を含めた集水区域からの流入量を勘案して計画しなければならない。
2　施行区域内の雨水排水等を施行区域外の水路、溜池又は河川に放流する場合は、各々の施設の管理者、開発行為等により影響を及ぼすことが予想される区の役員及び一次放流先の用水利用関係者と協議しなければならない。
3　施行区域内の排水施設を施行区域外の排水施設に接続する場合において、下流域に溢水等が発生するおそれがあると認めるときは、事業者の負担により施行区域外の排水施設を市長が指示する構造に改良しなければならない。
4　排水施設の整備にもかかわらず、総流出量が放流先水路等の流下能力を超える場合は、調整池等を設置しなければならない。
（上水道施設）
第17条　事業者は、施行区域内に給水のため上水道施設を設置する場合は、春日那珂川水道企業団の企業長と事前に協議しなければならない。
（公園、緑地等）
第18条　事業者は、施行区域の面積が3,000平方メートル以上の宅地造成を目的とする開発行為等を施行するときは、施行区域の面積の3パーセントを基準として公園、緑地又は広場を整備し、市に無償譲渡するものとする。
2　事業者は、開発行為等の公園、緑地又は広場を施行区域及び近隣の便利な位置に設置するとともに災害防止、避難時の適応等について十分配慮しなければならない。
（消防施設）
第19条　事業者は、施行区域内における消防施設の設置に関して、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部の消防長と事前に協議し、市長に協議済書の写しを提出しなければならない。
（保育所又は幼稚園）
第20条　事業者は、計画戸数600戸又は計画区画数600区画（一つの施行区域内で共同住宅等の建築行為と宅地開発を行う場合は、計画数600）につき1箇所の割合で保育所又は幼稚園の用地1,500平方メートル以上を確保、整備するものとし、設置運営については、市長と協議のうえ決定するものとする。
2　事業者は、計画戸数600戸未満又は計画区画数600区画未満の場合には、保育所又は幼稚園の用地の確保及び整備について市長と協議するものとする。
（集会所又は公民館）
第21条　事業者は、計画戸数200戸又は計画区画数200区画（一つの施行区域内で共同住宅等の建築行為と宅地開発を行う場合は、計画数200）につき1箇所の割合で350平方メートル以上の集会所又は公民館用地を確保、整備するものとする。
2　事業者は、計画戸数200戸未満又は計画区画数200区画未満の場合には、集会所又は公民館用地の確保及び整備について市長と協議するものとする。
（廃棄物集積施設）
第22条　事業者は、開発行為等の用途及び規模に応じて、那珂川市開発行為等技術基準に従い、家庭系廃棄物集積施設又は事業系廃棄物集積施設を設置しなければならない。
2　事業者は、前項の規定により設置した家庭系廃棄物集積施設又は事業系廃棄物集積施設の管理者を定め適正な維持管理を行わなければならない。
（浸水被害の防止）
第23条　事業者は、浸水対策届出区域内で居室を有する建築物の建築を目的とする開発行為を施行しようとするときは、那珂川市開発行為等技術基準に従い、建築物の浸水被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。この場合において、事業者は浸水対策届出区域内の開発行為届出書（様式第11号）を市長に提出するものとする。
（駐車施設）
第24条　事業者は、開発行為等の施行にあっては、自動車駐車施設を整備し、利用者が公道上（歩道を含む。）に駐車をすることのないように配慮しなければならない。また、事業者は必要を勘案し自動二輪車又は自転車（原動機付自転車を含む。）の駐車施設を整備しなければならない。
2　事業者は、共同住宅等の建築にあっては、施行区域内に計画戸数相当分以上の駐車台数を確保できる自動車駐車施設を整備しなければならない。ただし、単身世帯向け住居の建築にあっては、計画戸数の50パーセント以上の駐車台数を確保できる自動車駐車施設を整備することで足りるものとする。
3　前項の規定に関わらず、施行区域の形態等により、市長がやむを得ないと認めたときは、設置すべき自動車駐車施設の一部を施行区域外に設置することができる。この場合において、事業者は、施行区域外自動車保管場所に関する誓約書（様式第12号）を市長に提出するものとする。
4　事業者は、共同住宅等以外の建築にあっては、市長と協議し、決定した区画数の自動車駐車施設を整備しなければならない。
5　前各項に定める自動車駐車施設の寸法は、一区画あたり幅2.5メートル以上、長さ5.0メートル以上を基準とする。
（電気、ガス等）
第25条　事業者は、電気、ガス等について関係機関と十分協議し、入居後の日常生活に支障のないよう万全の措置を講じなければならない。
（災害及び公害の防止）
第26条　開発行為等の施行にあっては、災害及び公害の発生を未然に防止するため、公害関係法令等に定める環境基準を遵守し、市の指導に従わなければならない。
2　開発行為等の施行過程において、事業者の責による理由により、施行区域内外の住民、住居、農作物、道路及び家畜等に被害を与えたときは、直ちに市長に報告し遅滞なくその補償をするとともに、再発防止のため、必要な措置を講じなければならない。
3　事業者は、隣接地又は流末の河川、排水路及び下水道に被害を与えないよう配慮し、事前に仮排水路、仮防護柵、流出土砂の貯留施設、洪水調整池等を設置しなければならない。
4　事業者は、開発行為等の施行にあっては、通勤、通学等の歩行者の安全を確保するため、路線及び時間帯を選定するなど安全対策について、万全の措置を講じなければならない。
（文化財）
第27条　事業者は、施行区域内の文化財の有無を事前に確認し、文化財があるときは、その取扱いについて、文化財保護法（昭和25年法律第214号）に定める所定の手続のほか、那珂川市教育委員会と協議のうえ、その指示に従うものとし、発掘調査等の必要が生じたときは、自己の負担において行わなければならない。
2　開発行為等の施行中に文化財保護法に定める埋蔵文化財を発見したときは、その現状を変更することなく、那珂川市教育委員会を通じて遅滞なく文化財保護法第93条第1項の規定による措置を講ずるものとし、その指示に従わなければならない。
（溜池）
第28条　事業者は、施行区域内に溜池が存在し、事業計画上埋立てを必要とするときは、関係水利権者の同意を得たうえで、市長の承認を得なければならない。
（共同住宅等の管理及び管理規約の制定）
第29条　事業者は、共同住宅等の建築行為完了後にあっては、常時管理を行い、当該建築物の入口付近に管理人又は管理受託者の氏名及び連絡先を明示しなければならない。
2　事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した管理規約を作成し、入居者にこれを遵守するよう指導しなければならない。
(1)　自動車、自転車等を路上に駐車しないこと。
(2)　家庭系廃棄物を指定の場所に出すとともに、家庭系廃棄物集積施設を常に清潔に保つこと。
(3)　騒音や悪臭を発生させないこと。
(4)　その他近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
（区画の規模）
第30条　主として住宅の用に供する目的で行う開発行為等において、1区画の面積は原則として、165平方メートル以上とする。
（用途の変更）
第31条　市長は、公益上必要がある場合において市に帰属する公共施設等についてその用途を変更し、又は処分することができる。
（広告物）
第32条　事業者は、入居者募集又は分譲に係る看板、のぼり等の広告物を道路等の公共施設に設置してはならない。
（勧告等）
第33条　市長は、事業者がこの要綱に規定する内容に従わない場合、当該事業者に対し、期限を定めてこれに従うよう（勧告・助言）書（様式第13号）により通知することができる。
（公表）
第34条　市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、当該勧告に従わないときは、その旨並びに当該事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに当該勧告の内容を公表することができる。
（その他）
第35条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
（施行期日）
1　この要綱は、平成21年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
2　施行日前に改正前の那珂川町開発行為等に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の那珂川町開発行為等整備要綱（以下「改正後の要綱」という。）中にこれに相当する規定があるときは、改正後の要綱の規定による手続その他の行為とみなす。
附　則(平成24年3月13日要綱第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附　則(平成29年3月6日要綱第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附　則(平成30年6月27日要綱第31号)
(施行期日)
1　この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2　この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3　この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附　則(令和2年4月1日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附　則(令和4年3月31日要綱第39号)
この要綱は、令和4年3月18日から施行する。
附　則(令和8年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


別表第1（第4条関係）
提出図書等の一覧表（事前協議時）
	提出図書等（基本書類…○／該当する場合…△）
	備考

	1
	開発行為等事前協議書（兼設計説明書）（様式第1号）
	○
	

	2
	公共施設等の整備計画（様式第2号）
	△
	帰属（寄付）物件がある場合

	3
	事前説明報告書兼誓約書（様式第3号）
	○
	添付書類として別紙1又は別紙2

	4
	開発行為等の施行意見書（様式第4号）
	○
	

	5
	浸水対策届出区域内の開発行為届出書（様式第11号）
	△
	浸水対策届出区域内で居室を有する建築物の建築を目的とする開発行為を施行する場合

	6
	施行区域外自動車保管場所に関する誓約書（様式第12号）
	△
	設置すべき自動車駐車施設の一部を施行区域外に設置する場合

	7
	位置図
	○
	縮尺1／10,000程度

	8
	付近見取図
	○
	縮尺1／1,500～1／2,500程度

	9
	公図
	○
	写し可

	10
	土地の登記事項証明書
	○
	写し可

	11
	求積図
	○
	

	12
	現況図（平面・縦横断面）
	○
	

	13
	土地利用計画図
	○
	

	14
	造成計画図（平面・縦横断面）
	△
	造成工事を伴う場合必要

	15
	給排水計画平面図・断面図
	○
	

	16
	排水施設構造図
	△
	帰属（寄付）排水施設がある場合

	17
	排水流域図
	△
	

	18
	流量計算表
	△
	

	19
	道路計画縦横断面図
	△
	帰属（寄付）道路がある場合

	20
	道路構造図
	△
	

	21
	がけの断面図
	△
	

	22
	擁壁の断面図
	△
	

	23
	工作物構造図
	△
	

	24
	構造計算書
	△
	鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁、ボックスカルバート、橋梁等の工作物を設置するときに作成（国土交通省認定製品の場合は、必要なし）

	25
	安定計算書
	△
	擁壁で覆われないがけについて作成

	26
	工作物等の施設能力に関する計算書
	△
	調整池の能力について作成

	27
	防犯灯の構造図
	△
	帰属（寄付）防犯灯がある場合

	28
	廃棄物集積施設配置・平・立・構造図
	△
	用途が共同住宅等である場合

	29
	その他、市長が必要と認める図書（放流先水路等の利用関係者との協議書等）
	△
	

	※提出部数については都市計画課へ確認すること。
※設計図面は、福岡県設計製図凡例及び計画図の作成要領により作成すること。


別表第2（第8、10条関係）
提出図書等の一覧表（完了届及び中間検査依頼書提出時）
	提出図書等
（基本書類…○／該当する場合…△）
	備考

	1
	開発行為等完了届（様式第7号）
	○
	

	2
	開発行為等中間検査依頼書（様式第9号）
	△
	開発行為等が完了する前に供用を開始する箇所がある場合

	3
	工事工程写真
	○
	

	4
	竣工写真
	○
	

	5
	完成平面図（給排水施設記載のこと）
	○
	

	6
	公図（完了時のもの）
	△
	

	7
	公共施設等引継書（様式第10―1号）
公共施設等引継調書（様式第10―2号）
	△
	

	8
	公共施設引継に関する図面・写真等
	△
	

	9
	所有権移転登記関係図書
	△
	

	10
	その他、市長が必要と認める図書
	△
	

	※提出部数については都市計画課へ確認すること。
※設計図面は、福岡県設計製図凡例及び計画図の作成要領により作成すること。



